居宅介護支援事業所における法令遵守
～運営基準を再確認～
主催　NPO法人徳島県介護支援専門員協会
平成３０年度の介護保険制度改正において、居宅介護支援事業所の指定、指導の権限が県より市町村へと移管され、今まで以上に行政との距離が近くなりました。これを機会に、東部・南部・西部の圏域別において、居宅介護支援事業所における法令遵守をテーマとした研修を行います。ぜひご参加ください。
日　　　時；平成3１年　3月　９日（土）10：00～１2：00

会　　　場；阿南市文化会館（夢ホール）２階　研修室２
（徳島県阿南市富岡町西池田１３５番地１　TEL0884-21-0808）
　　　　　　
内　　　容；居宅介護支援事業所の法令遵守と運営基準について

　　　　　　講師　介護支援専門員協会　理事　中健太郎

　　　　　　　　　　　　
参加対象者；【南部地区】
小松島市・阿南市・海部郡・那賀郡・勝浦郡の介護支援専門員
（対象地域以外の参加も可能・対象地区優先）
　　　　　　

定　　　員；５０名（先着順・参加不可の場合のみご連絡いたします）

参　加　費；　無料　・新規入会　４,000円
申込方法；参加ご希望の方は、TEL又は下記申し込み欄に必要事項をご記入
の上、協会事務局までFAX・郵送等にてお申込下さい。
※本研修は主任介護支援専門員更新研修受講要件の職能団体が開催する法定外研修に該当します。主任介護支援専門員更新研修の受講を予定されている方には、証明書を発行しますので、申込書に記載ください。

申　込　先；NPO法人徳島県介護支援専門員協会　事務局　
　　　　　　〒770-0866　徳島市末広2丁目1番80号
　　　　　　TEL088-678-4200　　FAX088-611-7035　


★法令遵守研修会　参加申込書（FAX088-611-7035）★

氏    名　　　　　　　　　　　　　　　役　職　　　　　　　　　　　　　
勤 務 先　　　　　　　　　　　　　　　連絡先（TEL）　　　　　　　　　
会員種別　　　　　会員　・　非会員　・　新規入会　　　　　　　選択して下さい
主任介護支援専門員更新研修に係る証明書　　　希望する　・　希望しない　　

締　　切　平成3１年　　３月　１日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
